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ご あいさつ

概 況・組織
平成26年度（第59期）経営方針及び推進状況

１　健全な経営基盤の確立

２　良質な金融サービスの提供

３　発信力の強化と気配りのあ
　る応接

４　法令等の遵守

５  職員の資質向上

　融資については、住宅ローン金利優遇キャンペーン延長（当初5年固定優遇金利を1.38％⇒
0.988％に引き下げ）、生活応援キャンペーン延長及び住宅相談会の開催等を実施することで、
期末残高が36,817百万円と目標を17百万円上回り、安定収益の確保に努めました。
　余資運用については、預け金運用している系統機関（全信組連）の定期預金を、より効率的
に運用するため、有価証券運用（国債・地方債）へシフトするとともに、債券市場利回り急低
下に伴う運用手段として10月に全信組連の特別定期（６箇月、0.85％、9.8億円）の預入を行い、
市場金利、為替の影響を考慮しつつ安定収益の確保に努めました。
　今期の利益を積み増しした結果、健全性の指標となる自己資本比率は、15.50％となり、前
年比で0.79％増加しました。

　組合員のニーズに合わせ「住宅ローン金利優遇キャンペーン（当初5年固定優遇金利を1.38％
⇒0.988％に引き下げ）」及び「生活応援キャンペーン（教育ローン、自動車ローン、医療・
介護ローンなどの目的ローンの金利優遇を設定）」の延長を実施しました。

　渉外活動の強化策として「トップセールス」、「いつでも・どこへでもお伺いします」、「待機
宿舎・独身寮訪問」を実施し、若年層組合員へのダイレクトメール、各所属へのポスター掲示、
ホームページ、リーフレット配付、機関誌等を活用したPR活動を展開しました。
　また、広報強化として、組合員の給与支給明細書裏面への広告掲載及び県警のパソコン起動
時の広告表示を実施し、住宅ローンの利用促進を強化しました。
　預金面においても、ＯＢ組合員と現職組合員の預金比率をバランスよく維持していくために
「ライフ積立定期」の申込書を初任科生に配付し、利用促進を強化しました。

⑴　コンプライアンス研修の定着化への取組
　コンプライアンス・オフィサーによる研修を継続実施するとともに、研修後の効果測定を
行うことにより理解度向上に努めました。
⑵　内部監査機能の充実
　組合業務の適正かつ能率的な運営を図るため、内部監査計画を策定し、内部監査実施後の
改善状況も含めて厳正な監査を行いました。

　職員の士気向上を図るため、業務成績優秀者に対して、表彰制度を活用した表彰を行いました。
　年間研修計画を策定のうえ、職員の知識向上を図るため、研修会への参加を積極的に行うと
ともに、コンプライアンス・オフィサー、個人情報保護オフィサーの資格取得を期限付きで義
務付けました。

推      進      内      容運 営 重 点

　組合員の皆様には、平素から格別のご支援とご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　組合員の皆様のご理解をいただくために、ディスクロージャー誌「DISCLOSURE2015
（けいしんの現状）」を作成いたしましたので、ご高覧賜りたいと存じます。
　平成26年度（第59期）も、多くの組合員の皆様にご利用いただき、一層の安定性と健
全性を確保することができました。
　これからも、役職員一同が、皆様のご期待にお応えできますよう、心をこめて取り組ん
でまいります。
　今後とも、より一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

兵庫県警察信用組合　　　
　理事長　松　本　健　二

～いつでも・どこへでもお伺いします～
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平成27年度（第60期）経営方針

当組合のあゆみ（沿革）

常　勤 理 事 長 松本　健二   理　　事 出口　弘也
 常務理事 松田　典昭　  理　　事 齋賀　隆史
非常勤 理　　事 野井　祐一   理　　事 髙田　秀明
 理　　事 上田　芳敬   理　　事 靜間　信正
 理　　事 北島　　守  常　勤 監　　事 立道　泰弘
 理　　事 大橋　康仁  非常勤 監　　事 黒河内　豊
 理　　事 坂本　武安   監　　事 中本　　忠

　当組合は、職員出身者以外の理事の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員の意見の
多角的な反映に努めています。

昭和 31年 3月 ／ 兵庫県警察職員信用組合を設立
    （代表者は、警務部長）
昭和 31年 4月 ／ 業務を開始　組合員6,687人
昭和 37年 6月 ／ 全国信用協同組合連合会に加盟
昭和 52年 5月 ／ 出資金1口50円を1,000円に変更
昭和 54年 4月 ／ 財形貯蓄の受け入れ開始
昭和 54年 6月 ／ 米・バロース社製コンピュータを導入
昭和 59年 5月 ／ 兵庫県警察信用組合に名称変更
昭和 62年 4月 ／ 総合口座を導入
平成 元年 5月 ／ 「兵庫銀行」と業務提携契約を締結、組合員
    11,924人に
平成 2年 6月 ／ 「兵庫銀行」のＣＤ機の利用を開始
平成 5年 8月 ／ 自営のコンピュータを廃止し「兵銀コンピュー
    タサービス」と利用契約の締結
平成 7年 8月 ／ 業務提携先の「兵庫銀行」が破綻
平成 8年 9月 ／ 非常勤理事長から常勤理事長（警察ＯＢ）体制へ
平成 9年 2月 ／ 兵庫県警の新庁舎が完成し、４階に事務所を
    移転
平成 9年 5月 ／ 「みどり銀行」と業務提携
    （平成10年７月「みどり銀行」破綻)
平成 10年 4月 ／ 組合員12,589人に
平成 11年 4月 ／ 「みなと銀行」と業務提携
平成 13年 5月 ／ コンピュータを新設（NEC）郵貯と提携
平成 13年 10月 ／ 全金融機関から出金可能システムへの移行に
    伴い「みなと銀行」との業務提携を解消
平成 14年 6月 ／ 常勤理事２名体制を確立
平成 15年 1月 ／ 渉外課を新設
平成 15年 7月 ／ 新店舗ビルに移転・業務開始
平成 17年 2月 ／ 創立50周年記念出資金の増資

平成 17年 6月 ／ 常勤監事1名体制を確立
平成 17年 12月 ／ 法務・検査課の新設
平成 18年 1月 ／ 提携金融機関との相互入金業務開始
平成 18年 2月 ／ けいしんホームページ開設
平成 18年 7月 ／ リスク管理委員会を設置
平成 20年 1月 ／ 法務・検査課を格上げし、監査室を設置
   ／ 金融検査マニュアルに対応した内部管理規程
    等のリスク管理規程等を整備
平成 20年 4月 ／ 組合員15,213人に
平成 20年 10月 ／ 全国信用組合共同センター（SKC）に加盟
平成21年 12月 ／ 中小企業等金融円滑化法に関する施策の推進 
    （当組合は、すでに平成18年から推進）
平成 22年 4月 ／ 常勤体制を４部制
    （総務部、企画部、業務部、融資部）へ
平成 24年 5月 ／ 店舗改装リニューアル
平成 24年 11月 ／ 営業地区を兵庫県一円から全国一円に変更し、
    組合員資格を拡大
平成 25年 5月 ／ 統合的リスク管理委員会の設置
平成 25年 10月 ／ ICカードへの切替
平成 26年 4月 ／ 常勤体制を２部制（総務部、業務部）へ

役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名） （平成27年7月末現在）

１　健全な経営基盤の確立

２　良質な金融サービスの提供

３　発信力の強化と気配りのある応接

４　法令等の遵守

５　職員の資質向上

　将来を見据え、自己資本比率の向上を経営課題とし、融資を中心とした業務運営により経営
の安定性、健全性の向上に努めます。
　組合員のホームバンクとして、組合員皆様のニーズに基づいた「預けやすく、借りやすい」
良質な商品の提供に努めます。
　「いつでも・どこへでもお伺いします」をキャッチフレーズに発信力の強化に努め、組合員の目
線に立った気配りのある応接及びプライバシーの保護に配慮した利用環境の改善に努めます。
　法令、諸規則を遵守し、社会規範にもとることのない、誠実かつ公正な組織運営に努めます。
　顧客の満足度及び納得感の高い良質なコンサルティングの提供及び金融情勢の変化に対処で
きるよう職員の育成に努めます。   

推      進      内      容運 営 重 点

組合員の推移 （単位：人）

16,725
9

16,734

個 人
法 人
合　　　　計

平成26年度末
16,409

9
16,418

平成25年度末
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神戸中央法律事務所

新日本有限責任監査法人

経営体制 （平成27年7月末現在）

総代会について
１　総代会の制度について
　信用組合は協同組合組織の金融機関で、組合員の総意により組合の意思を決定する機関として「総会」が設けられておりますが、
当組合は、組合員数が16,734人(27年3月末)と多く、組合員の半数以上が参加する必要がある総会の開催が困難なため、各選挙区
から選出された「総代」により運営される、最高意思決定機関の「総代会」を設けています。「総代会」では、決算や事業活動など
の報告や剰余金処分、事業計画の承認、定款変更、理事・監事の選任などの重要事項に関する審議、決議を行っています。

２　総代の任務
　　総代は、組合員の代表として、総代会を通じて組合員の意見や要望を経営に反映させる重要な役割を担っています。

３　総代の選出方法、任期及び定数
　総代は、総代選挙規約により各選挙区から選出され、任期は３年で定数は110人以上160人以内となっています。平成27年３月
末現在の状況は、98選挙区、117人となっています。

４　通常総代会の開催状況
　平成27年６月22日（月）、当組合４階会議室で開催された「第60回通常総代会」
において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認・議決されました。

　　●　決議事項
　　　　平成26年度（第59期）計算書類等の件
　　　　平成26年度（第59期）剰余金処分案の件
　　　　平成27年度（第60期）事業計画及び収支予算案の件
　　　　定款の一部改正の件
　　●　報告事項
　　　　創立60周年記念事業について
　　●　総代会質疑応答

　質疑応答は特にありませんでしたが、総代に対する事前アンケートで、「ATM及び通帳記帳できるところの増設」要望に対して、
「費用対効果を考えながら検討したい。」旨回答、さらに、地域密着型金融の一環として取り組んでいる各所属への文房具類の配付
について、「品目の増加」を望む意見が多かったため、「希望品目の事前調査を行い、下期の配付に反映させたい。」旨回答しました。

　当組合では、総代会のみならず所属における説明会をはじめとする渉外活動や組合員に対するアンケート調査結果などを通じて、組
合員の要望・意見の把握に努め、組合員満足度の向上に取り組んでいます。

　　●　ライフサイクルセミナー受講者に対するアンケート調査結果

　
当組合の利用に関する満足度 当組合の融資を受けた理由

平成27年春定年・勧奨退職者
(213人中163人回答)

ライフサイクルセミナー 49歳
(221人中融資を受けた153人
の回答)（複数回答）

総 代 会

理 事 会監 事 会

監　　事

監査室長

総務部長

総務課

理 事 長

常 務 理 事

企画課 経理課 電算課 預金課 融資課 渉外課 監査室

契
　
　
約

業
務
委
託

顧
問
契
約

・統合的リスク管理委員会
・コンプライアンス委員会

常務会

大変満足
17％

職場と身近な
存在で安心
86人

気軽に相談
しやすい
44人金利が低い

73人

手数料が
不要
61人

上司、先輩の勧め
16人

その他 1人

手続きが簡単
52人

概ね満足
77％

やや不満
6％

（総代会風景）

業 務 部 長
（常務理事兼務）
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トピックス
１　広報活動の強化
　　広報活動の強化策として、県警の給与支給明細書裏面及び県警のＯＡパソコンに信用組合の広告を掲載しました。

２　渉外活動の強化
　　渉外活動の強化策として「トップセールス」やセミナー等での相談受付を行いました。

３　気配りある応接
　　預金・融資の窓口案内を設置し、分かりやすくしました。

預金・融資窓口の案内表示（床面） 預金・融資窓口の案内（扉）

所属訪問時の相談受付

各所属へのトップセールス

ライフサイクルセミナーでの相談受付

各所属の朝礼時に説明会を開催

ＰＣ起動画面広告給与支給明細書裏面広告
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対象役員
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。    
1 　報酬体系の概要
　【基本報酬及び賞与】
　対象役員の基本報酬につきましては、総代会において、それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を勘案し、理事長が決定しております。また、各監事の基本報
酬額につきましては、監事会の協議により決定しております。

2　役員に対する報酬

  

対象職員等
　当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の非常勤役員、当組合の職員であって、対象役員が受ける報酬
等と同額以上の報酬等を受ける者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
  なお、平成26年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

報酬体系について

地域密着型金融の推進状況
　平成26年度の推進結果及び平成27年度の推進計画は、次の
とおりです。

１　基本方針
　兵庫県警察信用組合の組織母体は、兵庫県警察に勤務する
職員であるところから、次の事項を基本方針として業務を推
進します。
⑴　警察組織密着
　「地域＝組織」であるとの認識のもとに、警察組織及び組
合員のニーズを的確に把握し、組合員のライフサイクルに
応じた支援を計画・推進します。
⑵　住宅取得支援を最重点
　組合員第一主義に徹し、福利厚生の一環として住宅取得
の支援を最重点に、組合員の生活の安定と向上に寄与しま
す。
⑶　地域社会への貢献
　警察組織の外郭団体及び警友会等のＯＢ組合員への支援
を行うことにより、地域社会に貢献します。

２　平成26年度の推進結果
　⑴　警察組織密着
　組合員のライフサイクル・プラン支援として、全所属に
対して、コピー用紙、フラットファイル等の文具品を配付
しました。

　⑵　住宅取得・生活支援の推進
　組合員の要望に応じて「いつでも、どこへでも」をモッ
トーとして住宅取得への積極的な相談及び支援を行いまし
た。また、生活支援として、「住宅ローン　当初５年固定
0.988％」、「生活応援キャンペーン（教育ローン、自動車
ローン、医療・介護ローンなどの金利優遇を設定。）」を実
施しました。

　⑶　ＯＢ組合員支援
　住宅ローンの返済期日の延長（70歳まで）に応ずるほか、
退職者向け記念定期の預入限度額の引下げ（1,000万円→
500万円）及び金利の上乗せ（＋0.1％）などの支援により
定年退職者97名から11億7千8百万円の退職金を受け入れ
ました。
　また、退職者向け「セカンドライフローン」を発売し、
３月末時点で６件１千８百万円の融資を行いました。

　⑷　地域社会貢献
　暴力団追放兵庫県民センター、ひょうご被害者支援セン
ター及び兵庫県警察育英会への支援を通じて、地域社会に
貢献しました。

３　平成27年度の推進計画
　平成27年度は、新たに兵庫県防犯協会連合会に対する支援
を行うなど、より一層、地域社会への貢献に努めます。

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取り組み状況
　当組合は、職域信用組合のため、該当はありません。

地域密着型金融の推進

16,920
6,240
23,160

理 事
監 事
合 　 計

当期中の報酬支払額区　分
18,000
10,000
28,000

総代会で定められた報酬限度額
（単位：千円）
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法令等遵守態勢
　金融機関にとって、法令等遵守態勢の整備・確立は、業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題です。
　特に、当組合は、警察職員の信用組合として、より高い社会的責任が求められていることから、全役職員が一体となって、コンプラ
イアンス態勢の充実に努めています。

１　コンプライアンス担当理事の指名及び統括部署
　充実したコンプライアンス態勢を実現するため、担当理事に常務理事を指名するとともに、統括部署に総務部企画課を指定してい
ます。
　また、理事長直轄の監査室が実施する内部監査・検査による相互牽制機能を発揮できる態勢を整備しています。
２　理事会への報告
　コンプライアンスを実現するための「コンプライアンス・プログラム」を策定し、理事会承認を受けるとともに、進捗状況を定期
的に理事会へ報告しています。
３　法令等遵守状況の検証
　コンプライアンス・オフィサーが、毎月、各課の法令等遵守状況の検証を実施しています。
４　委員会の設置
　コンプライアンス委員会を設置し、問題点等について随時に審査・検討しています。
５　コンプライアンス研修と資格取得
　コンプライアンス・マニュアルに関する研修を行い、各種の資格取得を奨励しています。

　厳しい諸般の情勢のなか、当組合では、経営の健全性の維持・向上の観点から、リスク管理を経営の重要課題の一つと位置付け、各
リスク管理規程に基づいて、適切に管理・運営を行っています。

法令等遵守及びリスク管理

リスク管理態勢

理 事 会

監 事 会

常 務 会

担 当 理 事

統合的リスク管理委員会
（統括部署：総務課）

信用リスク
（融資課）

法 務
リ ス ク

事 務
リ ス ク

システム
リ ス ク

風 評
リ ス ク

人 的
リ ス ク

有形資産
リ ス ク

市場リスク
（経理課）

流動性リスク
（経理課）

オペレーショナルリスク
（企画課）

監

査

室

（

内

部

監

査

）
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57.67%57.67%57.67%
62.08%62.08%62.08%

59.05%59.05%59.05% 58.61%58.61%58.61% 59.41%59.41%59.41% 58.28%58.28%58.28%
61.74%61.74%61.74% 61.37%61.37%61.37%

63.75%63.75%63.75% 64.50%64.50%64.50%

48,89848,89848,898
46,58346,58346,583

51,04451,04451,044
52,64552,64552,645 53,09753,09753,097

55,62955,62955,629
53,92753,92753,927

55,59555,59555,595
56,91556,91556,915 57,07857,07857,078

28,20128,201 28,92228,922
30,14430,144 30,85830,858

31,54531,545 32,42332,423 33,29733,297 34,12334,123
36,28336,283 36,81736,817

7.95%7.95%7.95%
10.33%10.33%10.33% 10.78%10.78%10.78% 10.93%10.93%10.93% 11.73%11.73%11.73% 12.41%12.41%12.41% 13.24%13.24%13.24% 13.82%13.82%13.82% 14.71%14.71%14.71% 15.50%15.50%15.50%

14,443人14,443人14,443人 14,829人14,829人14,829人 15,545人15,545人15,545人 15,722人15,722人15,722人 15,896人15,896人15,896人 16,094人16,094人16,094人 16,259人16,259人16,259人 16,418人16,418人16,418人 16,734人16,734人16,734人
15,123人15,123人15,123人

組合員数組合員数組合員数

自己資本比率（％）自己資本比率（％）自己資本比率（％）

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％
１８年３月 １９年３月 ２０年３月 ２１年３月 ２２年３月 2３年３月 ２４年３月 ２５年３月 ２６年３月 ２７年３月

預金

融資

預貸率

（単位：百万円）

主要な経営指標の推移

目標に対する取り組み
　平成26年度は、皆様方のご支援で「預金：570億円、融資：368億円」となり、前年度を上回りました。
　前年度と同様に、多くの組合員の皆様にご利用いただき、安全性と健全性を確保することができました。

泫　１　残高計数は期末日現在のものです。
　　２　「自己資本比率（単体）」は、平成18年金融庁告示第22号が、平成25年３月８日に改正され、平成26年３月31日から改正後の告示が適用さ

れたことから平成24年度までは旧告示、平成25年度からは新告示により算出しております。

経理・経営内容

経 常 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

預 金 積 金 残 高

貸 出 金 残 高

有 価 証 券 残 高

総 資 産 額

純 資 産 額

自己資本比率（単体）

出 資 総 額

出 資 総 口 数

出資に対する配当金

職 員 数

974,470

295,796

210,964

55,629,810

32,423,831

7,930,225

59,276,396

3,170,077

12.41

614,721

614,721

18,579

25

％

口

人

平成22年度
973,027

248,072

174,995

53,927,914

33,297,950

8,792,852

57,764,558

3,396,502

13.24

614,067

614,067

18,469

23

％

口

人

平成23年度
951,994

341,493

244,885

55,595,022

34,123,465

9,449,122

59,894,151

3,791,211

13.82

612,661

612,661

18,446

22

％

口

人

平成24年度
1,011,334

381,064

272,103

56,915,420

36,283,611

11,501,785

61,354,870

4,004,108

14.71

609,153

609,153

18,328

27

％

口

人

平成25年度
942,494

317,390

247,083

57,078,320

36,817,928

11,721,929

61,799,693

4,308,737

15.50

607,200

607,200

18,335

27

％

口

人

平成26年度区 　 　 分

（単位：千円）
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貸借対照表 

（注）
１　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。なお、以下の注記
については、表示単位未満を切り捨てて表示しています。
２　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償
却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては事業
年度末の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法によ
り算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移
動平均法による原価法又は償却原価法により行っています。なお、その他
有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
３　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平
成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については
定額法）を採用しています。また、主な耐用年数は次のとおりです。
　　○　建　物      　３６年～４３年
　　○　その他  　　　 ４年～１５年
４　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却して
います。なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利
用可能期間（５年）に基づいて償却しています。
５　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上
しています。
　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査
に関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第４
号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき引当てています。破綻懸念先債権に相当する債
権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引当てています。実質
破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てています。
　　全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下
に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引
当てを行っています。
　　なお、実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から
担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を
取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は２百万円
です。
６　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する
賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。
７　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務に基づき、必要額を計上しています。
　　なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金
制度（総合型厚生年金基金）を採用しています。当該企業年金制度に関す
る事項は次のとおりです。
　⑴　制度全体の積立状況に関する事項（平成２６年３月３１日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　３３６，４８１百万円
　　　年金財政計算上の数理債務の額と　　
　　　最低責任準備金の額との合計額　　　３２３，１６６百万円
　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　１３，３１５百万円
　⑵　制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（平成２６年３月３１日現在）
　　　０．１２０％
　⑶　補足説明
　　上記⑴の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
　２９，８６５百万円（別途積立金４３，１８０百万円）です。本制度に
おける過去勤務債務の償却方法は期間２０年の元利均等償却で、当組合
は当期の計算書類上、特別掛金３百万円を費用処理しています。
　　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標
準給与の額に乗じることで算定されるため、上記⑵の割合は当組合の実
際の負担割合とは一致しません。

８　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式により行っています。
９　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権はあり
ません。
10　有形固定資産の減価償却累計額　１０４，８３４千円
11　貸出金のうち、延滞債権額は３９，９７３千円です。
　　なお、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、債務者の経営再
建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸
出金です。
　　また、延滞債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
12　貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、電子計算機等及び事務用機
器等についてはリース契約により使用しています。
13　担保に提供している資産は、次のとおりです。
　　担保提供している資産　　　　預け金　２，０００百万円
　　担保資産に対応する債務等　為替取引　１，０００百万円
14　出資１口当たりの純資産額は７，０９６円０７銭です。
15　金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組み方針
　　当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行
っています。

　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負
債の総合的管理（統合的リスク管理）をしています。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　当組合が保有する金融資産は、主として組合員に対する貸出金です。
　　また、有価証券は、主に債券及び株式であり、満期保有目的及び事業
推進目的で保有しています。
　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場
価格の変動リスクに晒されています。
　　一方、金融負債は主として組合員からの預金であり、流動性リスクに
晒されています。
　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されています。
　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　　①　信用リスクの管理

　　当組合は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、
個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保
の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営
しています。
　　これらの与信管理は、融資課により行われ、また、定期的に経営
陣による常務会や理事会を開催し、審議・報告を行っています。
　　さらに、与信管理の状況については、監査室が検証しています。
　　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経理課において、信
用情報や時価の把握を行い、定期的に経営陣による常務会や理事会
を開催し、報告を行っています。

　　　②　市場リスクの管理
　　　　ⅰ　金利リスクの管理及び価格変動リスクの管理

　　当組合は、統合的リスク管理によって、金利の変動リスク及び
価格変動リスクを管理しています。
　　統合的リスク管理に関する規則及び要領において、リスク管理
方法や手続等の詳細を明記しており、統合的リスク管理委員会に
おいて、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行ってい
ます。

　　　　ⅱ　市場リスクに係る定量的情報
　　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を
受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸
出金」、「預金積金」であります。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期
間１年、過去５年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を
用いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管
理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債
を（固定金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じ
て適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いてい
ます。
　　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、
当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は、２００百
万円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提とし
ており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮していません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、
算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合は、統合的リスク管理によって、適時に資金管理を行うほか、
資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの
調整などによって、流動性リスクを管理しています。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることもあります。
　　なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な
計算により算出した時価に代わる金額を開示しています。

16　金融商品の時価等に関する事項
　　平成２７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れる非上場株式等は、次表には含めていません。
　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しています。

（*1）貸出金、預け金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した
　　  時価に代わる金額」を記載しています。
（*2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
（注１）金融商品の時価等の算定方法
　　金融資産

　⑴　預け金
　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、
市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみ
なしています。

　⑵　有価証券
　　債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格により算定
しています。

　⑶　貸出金
　　貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引
当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を
簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しています。
①　６カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な
債権については、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸
倒引当金控除前の額）。
②　①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利
金の合計額を市場金利（LIBOR、SWAP）で割り引いた価額を時価と
みなしています。

　　金融負債
　⑴　預金積金
　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）
を時価とみなしています。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間
帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の
市場金利（LIBOR、SWAP）で割り引いた価額を時価とみなしています。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり
であり、金融商品の時価情報には含まれていません。

17　有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりです。
　⑴　売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
　⑵　満期保有目的の債券
　　　【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】

　　　【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】
　　　該当する銘柄はありません。
（注）時価は当事業年度末における市場価格等に基づいています。
⑶　その他有価証券
　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格に基づく時価によ
り計上したものです。

18　当期中に売却した満期保有目的の有価証券はありません。
19　当期中に売却したその他保有目的の有価証券は次のとおりです。

20　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎
の償還予定額は次のとおりです。

21　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これ
らの契約に係る融資未実行残高は、１,８５０百万円です。このうち原契約
期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものは１,８５０
百万円です。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに
影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の
変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件
が付けられています。また、契約後も定期的に予め定めている当組合内手
続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保
全上の措置等を講じています。

現 金
預 け 金
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
全 信 組 連 出 資 金
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産
貸 倒 引 当 金
（うち個別貸倒引当金）
資 産 の 部 合 計

金　　　　額
平成26年度

科　　　　目
（資産の部） 平成25年度

326,252
12,493,599
11,721,929
5,139,855
5,257,553
824,420

100
500,000

36,817,928
－

35,174,915
1,643,013
265,108
3,054
77,800

－
175,338
8,915

155,539
57,670
75,681
22,187
39,632
36,871
2,760
－

△ 20,298
（△ 15,186)
61,799,693

220,505
12,907,857
11,501,785
4,811,587
5,267,918
822,180

100
600,000

36,283,611
2,400

34,646,480
1,634,731
292,899
6,861
77,800

－
187,623
20,615
158,394
60,543
75,681
22,169
13,500
10,740
2,760
－

△ 23,684
（△ 16,065)
61,354,870

預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
定 期 預 金
そ の 他 の 預 金

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
繰 延 税 金 負 債
負 債 の 部 合 計
（純資産の部）

出 資 金
普 通 出 資 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
特 別 積 立 金
　当期未処分剰余金

組 合 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

金　　　　額
平成26年度

科　　　　目
（負債の部） 平成25年度

57,078,320
11,154

15,417,463
41,648,589

1,113
242,661
38,731
115,348
73,384

－
7,523
7,674
7,204
45,884
116,883

57,490,955

607,200
607,200
3,328,772
350,000
2,978,772
2,680,000
298,772
3,935,972
372,765
372,765
4,308,737
61,799,693

56,915,420
11,454

14,860,822
42,001,082

42,062
319,292
53,268
141,384
110,193

10
7,818
6,618
6,419
25,063
84,566

57,350,761

609,153
609,153
3,115,647
322,000
2,793,647
2,470,000
323,647
3,724,800
279,308
279,308
4,004,108
61,354,870

（単位：千円）
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（注）
１　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。なお、以下の注記
については、表示単位未満を切り捨てて表示しています。
２　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償
却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては事業
年度末の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法によ
り算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移
動平均法による原価法又は償却原価法により行っています。なお、その他
有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しています。
３　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平
成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）については
定額法）を採用しています。また、主な耐用年数は次のとおりです。
　　○　建　物      　３６年～４３年
　　○　その他  　　　 ４年～１５年
４　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却して
います。なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利
用可能期間（５年）に基づいて償却しています。
５　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上
しています。
　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査
に関する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第４
号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき引当てています。破綻懸念先債権に相当する債
権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引当てています。実質
破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てています。
　　全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下
に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引
当てを行っています。
　　なお、実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から
担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を
取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は２百万円
です。
６　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する
賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。
７　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務に基づき、必要額を計上しています。
　　なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金
制度（総合型厚生年金基金）を採用しています。当該企業年金制度に関す
る事項は次のとおりです。
　⑴　制度全体の積立状況に関する事項（平成２６年３月３１日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　３３６，４８１百万円
　　　年金財政計算上の数理債務の額と　　
　　　最低責任準備金の額との合計額　　　３２３，１６６百万円
　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　１３，３１５百万円
　⑵　制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（平成２６年３月３１日現在）
　　　０．１２０％
　⑶　補足説明
　　上記⑴の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
　２９，８６５百万円（別途積立金４３，１８０百万円）です。本制度に
おける過去勤務債務の償却方法は期間２０年の元利均等償却で、当組合
は当期の計算書類上、特別掛金３百万円を費用処理しています。
　　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標
準給与の額に乗じることで算定されるため、上記⑵の割合は当組合の実
際の負担割合とは一致しません。

８　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式により行っています。
９　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権はあり
ません。
10　有形固定資産の減価償却累計額　１０４，８３４千円
11　貸出金のうち、延滞債権額は３９，９７３千円です。
　　なお、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、債務者の経営再
建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸
出金です。
　　また、延滞債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。
12　貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、電子計算機等及び事務用機
器等についてはリース契約により使用しています。
13　担保に提供している資産は、次のとおりです。
　　担保提供している資産　　　　預け金　２，０００百万円
　　担保資産に対応する債務等　為替取引　１，０００百万円
14　出資１口当たりの純資産額は７，０９６円０７銭です。
15　金融商品の状況に関する事項
　⑴　金融商品に対する取組み方針
　　当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行
っています。

　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負
債の総合的管理（統合的リスク管理）をしています。

　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　　当組合が保有する金融資産は、主として組合員に対する貸出金です。
　　また、有価証券は、主に債券及び株式であり、満期保有目的及び事業
推進目的で保有しています。
　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場
価格の変動リスクに晒されています。
　　一方、金融負債は主として組合員からの預金であり、流動性リスクに
晒されています。
　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されています。
　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　　①　信用リスクの管理

　　当組合は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、
個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保
の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営
しています。
　　これらの与信管理は、融資課により行われ、また、定期的に経営
陣による常務会や理事会を開催し、審議・報告を行っています。
　　さらに、与信管理の状況については、監査室が検証しています。
　　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経理課において、信
用情報や時価の把握を行い、定期的に経営陣による常務会や理事会
を開催し、報告を行っています。

　　　②　市場リスクの管理
　　　　ⅰ　金利リスクの管理及び価格変動リスクの管理

　　当組合は、統合的リスク管理によって、金利の変動リスク及び
価格変動リスクを管理しています。
　　統合的リスク管理に関する規則及び要領において、リスク管理
方法や手続等の詳細を明記しており、統合的リスク管理委員会に
おいて、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行ってい
ます。

　　　　ⅱ　市場リスクに係る定量的情報
　　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を
受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸
出金」、「預金積金」であります。
　　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期
間１年、過去５年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を
用いた時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管
理にあたっての定量的分析に利用しています。
　　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債
を（固定金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じ
て適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いてい
ます。
　　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、
当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は、２００百
万円減少するものと把握しています。
　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提とし
ており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮していません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、
算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当組合は、統合的リスク管理によって、適時に資金管理を行うほか、
資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの
調整などによって、流動性リスクを管理しています。

　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なることもあります。
　　なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金については、簡便な
計算により算出した時価に代わる金額を開示しています。

16　金融商品の時価等に関する事項
　　平成２７年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れる非上場株式等は、次表には含めていません。
　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しています。

（*1）貸出金、預け金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した
　　  時価に代わる金額」を記載しています。
（*2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
（注１）金融商品の時価等の算定方法
　　金融資産

　⑴　預け金
　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、
市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみ
なしています。

　⑵　有価証券
　　債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格により算定
しています。

　⑶　貸出金
　　貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引
当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を
簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しています。
①　６カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な
債権については、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸
倒引当金控除前の額）。
②　①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利
金の合計額を市場金利（LIBOR、SWAP）で割り引いた価額を時価と
みなしています。

　　金融負債
　⑴　預金積金
　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）
を時価とみなしています。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間
帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の
市場金利（LIBOR、SWAP）で割り引いた価額を時価とみなしています。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおり
であり、金融商品の時価情報には含まれていません。

17　有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりです。
　⑴　売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
　⑵　満期保有目的の債券
　　　【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】

　　　【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】
　　　該当する銘柄はありません。
（注）時価は当事業年度末における市場価格等に基づいています。
⑶　その他有価証券
　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

　　【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格に基づく時価によ
り計上したものです。

18　当期中に売却した満期保有目的の有価証券はありません。
19　当期中に売却したその他保有目的の有価証券は次のとおりです。

20　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎
の償還予定額は次のとおりです。

21　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約です。これ
らの契約に係る融資未実行残高は、１,８５０百万円です。このうち原契約
期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものは１,８５０
百万円です。
　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、
融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに
影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の
変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件
が付けられています。また、契約後も定期的に予め定めている当組合内手
続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保
全上の措置等を講じています。

⑴　預け金（*1）
⑵　有価証券
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
⑶　貸出金（*1）
　　貸倒引当金（*2）

金　融　資　産　計
⑴　預金積金（*1）
金　融　負　債　計

１２，４９３百万円

７００百万円
１１，０２１百万円
３６，８１７百万円

△２０百万円
３６，７９７百万円
６１，０１３百万円
５７，０７８百万円
５７，０７８百万円

１２，５５６百万円

７１４百万円
１１，０２１百万円

３７，３７７百万円
６１，６６９百万円
５７，２７５百万円
５７，２７５百万円

６２百万円

１４百万円
－

５７９百万円
６５６百万円
１９６百万円
１９６百万円

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

区 　分
全　信　組　連　出　資　金

貸 借 対 照 表 計 上 額
７７百万円

売却価格 売　却　益 売　却　損
１,５５１百万円 ４８百万円 －

国　　 　債
地 方 債
外 国 証 券
小 計

１００百万円
９９百万円
５００百万円
７００百万円

１０５百万円
１０５百万円
５０２百万円
７１４百万円

５百万円
５百万円
２百万円
１４百万円

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

国　　 　債
地 方 債
社 債
合 計

４，１３３百万円
　５，１５７百万円

８２４百万円
１０，１１５百万円

３，８８７百万円
４，９１０百万円
８００百万円

９，５９８百万円

２４６百万円
２４７百万円
２４百万円
５１７百万円

貸借対照表計上額 取 得 原 価 差　　額

国　　　 債
地　方　債
社　　　 債
外 国 証 券
合    　計

２,６４０百万円
３,４４７百万円
３０６百万円

  －
６,３９３百万円

５年超10年以内
１,２７１百万円
７５６百万円

  －
３００百万円
２,３２７百万円

差　　額
　６２７百万円
１,０５４百万円
４１６百万円

  －
２,０９８百万円

１年超５年以内
６０１百万円
　　　　　－
１００百万円
２００百万円
９０２百万円

１年以内種別／期間

国　　 　債
合 計

９０６百万円
９０６百万円

９０７百万円
９０７百万円

▲１百万円
▲１百万円

貸借対照表計上額 取 得 原 価 差　　額
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損益計算書

22　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、以下のとお
りです。
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度額超過額 １２，７６９千円
未払事業税 ４，９７８千円
貸倒引当金損金算入限度額超過額 ３，５８２千円
未払預金利息有税積増 ２，１２２千円
賞与引当金損金算入限度額超過額 ２，００５千円
期末貯蔵品 ５７８千円
未払費用（社会保険料賞与分） ３０５千円
一括償却資産損金算入限度超過額 ４０４千円
貸付利子等益金算入額 １１４千円
繰延税金資産合計 ２６，８６２千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 １４３，７４４千円
貸付金利子等益金不算入額 ０千円
繰延税金負債合計 １４３，７４５千円

繰延税金負債の純額 １１６，８８３千円

泫１　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
　２　出資１口当たりの当期純利益は、402円87銭です。

　平成24年度から、将来の建替えに備えて、15年計画で建替
準備積立金を積み立てています

（単位：千円）

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
有価証券利息配当金
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益
そ の 他 業 務 収 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
そ の 他 の 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
借 用 金 利 息
役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用
そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用

平成26年度科　　　　目 平成25年度
942,494
843,530
646,406
59,752
134,260
3,112
5,550
4,570
980

89,116
48,907

－
40,209
4,296
3,386
889
20

625,103
92,723
92,302
420

151,905
36,230
115,675

16
－
－
16

1,011,334
879,560
661,424
77,814
137,210
3,112
5,531
4,599
932

125,337
5,048
69,816
50,473
905
－
895
9

630,270
97,397
97,368

29
147,422
34,217
113,205

916
706
－
209

当期未処分剰余金
剰 余 金 処 分 額
利 益 準 備 金
普 通 出 資 に
対 す る 配 当 金

事業の利用分量
に対する配当金

特 別 積 立 金
（建替準備積立金）
繰越金（当期末残高）

平成26年度科　　　目 平成25年度
298,772
244,371
25,000
18,335

（年3％の割合）
51,036

預金利息（100円につき5円の割合）
貸付金利息（100円につき7円の割合）

150,000  
（20,000）
54,400

323,647
271,958
28,000
18,328

（年3％の割合）
15,630

預金利息（100円につき2円の割合）
貸付金利息（100円につき2円の割合）

210,000
（20,000）
51,688

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰 越 金（当 期 首 残 高）
当 期 未 処 分 剰 余 金

平成26年度科　　　　目 平成25年度
380,456
220,449
157,810
2,196
－
－
－
－

317,390
－

－
7
7
－

317,382
74,020
△ 3,721
70,298
247,083
51,688
298,772

370,173
188,847
179,195
2,130
14,360
14,360

－
－

381,064
－

－
62
62
－

381,002
110,828
△ 1,930
108,898
272,103
51,543
323,647

剰余金処分計算書 （単位：千円）

　当組合は、協同組合による金融事業に関する法律第５条の８
に規定する「特定信用組合」には該当しておりません。

法定監査の状況

　私は当組合の平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
の第59期の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余
金処分計算書の適正性及び同書類作成に係る内部監査の有効性
を確認いたしました。

平成27年6月23日
兵庫県警察信用組合

　　理事長

財務諸表の適正性及び内部監査の有効性
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泫　資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（25年度０百万円、
　　26年度０百万円）を、控除して表示しています。        

泫  業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定計平均残高×100 

泫　総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産
　　（債務保証見返を除く）平均残高×100          

受 取 利 息 の 増 減
支 払 利 息 の 増 減

平成26年度項　　　目 平成25年度
△ 36,030
△ 4,673

△ 13,691
△ 19,201

受取利息及び支払利息の増減  （単位：千円）

総 資産経常利益率
総資産当期純利益率

平成26年度区　　　分 平成25年度
0.52
0.41

0.63
0.45

総資産利益率 （単位：％）

役務取引の状況 （単位：千円）

泫　預金残高には譲渡性預金を含みます。             

１店舗当りの預金残高
１店舗当りの貸出金残高

平成26年度区　　　分 平成25年度
57,078
36,817

56,915
36,283

職員１人当りの預金残高
職員１人当りの貸出金残高

平成26年度区　　　分 平成25年度
2,114
1,363

2,276
1,451

１店舗当りの預金及び貸出金残高 （単位：百万円）

泫　預金残高には譲渡性預金を含みます。             

職員１人当りの預金及び貸出金残高 （単位：百万円）

泫　1　預貸率＝貸出金／預金積金＋譲渡性預金×100
　　2　預証率＝有価証券／預金積金＋譲渡性預金×100

預 貸 率

預 証 率

（期　　　末）
（期 中 平 均）
（期　　　末）
（期 中 平 均）

平成26年度区　　　分 平成25年度
64.50
66.13
20.53
19.74

63.75
62.21
20.20
17.72

預貸率及び預証率 （単位：％）

国 債等債券売却益
その他の業務収益
その他業務収益合計

平成26年度項　　　目 平成25年度
48
40
89

5
50
55

その他業務収益の内訳 （単位：百万円）

資金運用利回　（a）
資金調達原価率（ｂ）
資 金 利 鞘（ａ－ｂ）

平成26年度区　　　分 平成25年度
1.41
0.84
0.57

1.47
0.82
0.65

総資金利鞘等 （単位：％）

業 務 純 益
平成26年度項　　　目 平成25年度

313,094 392,027

業務純益 （単位：千円）

人 件 費
報 酬 給 料 手 当
退 職 給 付 費 用
社 会 保 険 料 等
物 件 費
事 務 費
固 定 資 産 費
事 業 費
人 事 厚 生 費
有形固定資産償却
無形固定資産償却
預 金 保 険 料
税 金
経 費 合 計

平成26年度項　　　目 平成25年度
220,449
168,845
29,247
22,356
157,810
67,312
16,344
14,541
4,256
12,278
4,393
38,685
2,196

380,456

188,847
157,692
10,915
20,239
179,195
92,651
11,985
12,103
4,371
10,315
9,612
38,155
2,130

370,173

経費の内訳 （単位：千円）

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
その他の受入手数料
その他の役務取引等収益
役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
その他の支払手数料
その他の役務取引等費用

平成26年度科　　　目 平成25年度
5,550
4,570
980
－

151,905
36,230
14,713
100,961

5,531
4,599
932
－

147,422
34,217
14,730
98,475

資 金 運 用 収 益
資 金 調 達 費 用
資 金 運 用 収 支
役 務 取 引 等 収 益
役 務 取 引 等 費 用
役 務 取 引 等 収 支
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 業 務 費 用
そ の 他 業 務 収 支
業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率

平成26年度科　　　目 平成25年度
843,530
92,723
750,806
5,550

151,905
△ 146,355

89,116
16

89,099
693,551
1.16％

879,560
97,397
782,163
5,531

147,422
△ 141,891
125,337

916
124,420
764,692
1.27％

粗利益 （単位：千円）

資 金 運 用
勘 定
う ち
貸 出 金
う ち
預 け 金
う ち
有価証券
資 金 調 達
勘 定
う ち
預金積金
う ち
借 用 金

平均残高科　目 年　度 利　息 利回り
843,530
879,560
646,406
661,424
59,752
77,814
134,260
137,210
92,723
97,397
92,302
97,368
420
29

59,588
59,813
36,920
35,094
11,569
14,641
11,020
9,999
55,963
56,415
55,824
56,406
139
9

平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度

1.41
1.47
1.75
1.88
0.51
0.53
1.21
1.37
0.16
0.17
0.16
0.17
0.30
0.31

資金運用勘定、調達勘定の平均残高等

百万円 千円 ％
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57,078
（百万円）

定期性預金　73.0％

要払性預金
27.0%

要払性預金
27.0%

大口定期
3.3%
悠々定期
0.2%
警友定期
4.6%

記念定期
 2.2%

新悠々定期
41.2%

一般定期
3.7%

期日指定定期
0.9%

積立財形定期
16.9%

資 金調達

流 動 性 預 金
定 期 性 預 金
合 計

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比種　　　目 平成25年度

25.4
74.6
100.0

14,353
42,052
56,406

25.5
74.5
100.0

14,224
41,599
55,824

預金種目別平均残高 （単位：百万円、％）

財 形 貯 蓄 残 高
平成26年度項　　　目 平成25年度

6,264 6,248

要 払 性預金 
大 口 定 期
悠 々 定 期
警 友 定 期
記 念 定 期
新悠々定期
一 般 定 期
期日指定定期
積 立 定 期
合　　　　計

平成26年度区　　　分 平成25年度
15,429
1,880
88

2,644
1,241
23,526
2,108
516
9,642
57,078

14,914 
1,972
108
2,870
2,308
22,827
2,171
518
9,224
56,915

18,776口座
24口座
16口座
383口座
143口座
2,131口座
9,959口座
2,837口座
8,188口座
42,457口座

18,437口座
30口座
20口座
421口座
212口座
2,006口座
9,872口座
2,851口座
7,811口座
41,660口座

財形貯蓄残高 （単位：百万円）

（単位：百万円）

個 人
法 人
合 計
 

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比区　　　分 平成25年度

94.3
5.7

100.0

53,691
3,224
56,915

94.8
5.2

100.0

54,096
2,981
57,078

預金者別預金残高 （単位：百万円、％）

固 定金利定期預金
変動金利定期預金
その他の定期預金
合 計

平成26年度区　　　分 平成25年度
7,963
23,526
10,158
41,648

9,430
22,827
9,742
42,001

定期預金種類別残高 （単位：百万円）

預金の種類別構成比

預金の種類別口座数及び残高

※セカンドライフローンの詳細については、ホームペー
　ジをご覧ください。
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資産運用

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計

国　債 

地方債 

社　債 

外　国
証　券

合　計

時　　価貸借対照表計上額 差　　額項　　　目 平成25年度

6
－
6
7
－
7
－
－
－
5

△ 16
△ 11
18

△ 16
1

106
－
106
107
－
107
－
－
－
305
283
588
518
283
802

100
－
100
99
－
99
－
－
－
300
300
600
500
300
800

時　　価貸借対照表計上額 差　　額
平成26年度

5
－
5
5
－
5
－
－
－
2
－
2
14
－
14

105
－
105
105
－
105
－
－
－
502
－
502
714
－
714

100
－
100
99
－
99
－
－
－
500
－
500
700
－
700

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

国 債
地 方 債
社 債
外 国 証 券
合　　　　計

平成26年度区　　　分 平成25年度
5,139
5,257 
824 
500

11,721

4,811
5,267
822 
600

11,501

（単位：百万円）
有価証券の種類別残高

信組情報サービス
合 　 　 　 　 計

平成26年度
区　　　分

平成25年度
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

100
100

100
100

（単位：千円）
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

泫　1　時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。
　   2　当組合は「金銭の信託」及び「デリバティブ等商品」は保有しておりません。
　　3　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、本表には含めておりません。

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの

計

国　債 

地方債 

社　債 

外　国
証　券

合　計

取得価格貸借対照表計上額 差　　額項　　　目 平成25年度

209
0

209
156
△ 1
155
22
0
22
－
－
－
389
△ 2
387

4,401
100
4,501
4,312
699
5,012
600
200
800
－
－
－

9,314
999

10,314

4,611
99

4,711
4,469
698
5,167
622
199
822
－
－
－

9,703
997

10,701

取得価格貸借対照表計上額 差　　額
平成26年度

246
△ 1
244
247
－
247
24
－
24
－
－
－
517
△ 1
516

3,887
907
4,794
4,910
－

4,910
800
－
800
－
－
－

9,598
907

10,505

4,133
906
5,039
5,157
－

5,157
824
－
824
－
－
－

10,115
906

11,021

その他有価証券 （単位：百万円）

泫　1　貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。
　   2　当組合は「金銭の信託」及び「デリバティブ等商品」は保有しておりません。
　　3　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、本表には含めておりません。

有価証券の種類別構成比
社債（その他有価証券）

7.0%
地方債（満期保有）

0.9%

国債（満期保有）
0.9%

外国証券（満期保有）
4.2%

国債
（その他有価証券）

43.0%

地方債
（その他有価証券）

44.0%

11,721
（百万円）

その他有価証券
94.0%

満期保有
6.0%
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泫　当組合は、商品有価証券を保有しておりません。        

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
合 計

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比区　　　分 平成25年度

47.5 
35.1 
7.4 
0.0 
10.0 
100.0 

4,746 
3,514 
735 
0 

1,002 
9,999

42.1 
45.6 
7.3 
0.0 
5.0 

100.0 

4,644 
5,026 
800 
0 

548 
11,020

有価証券種類別平均残高 （単位：百万円、％）

601
－
－
－
100
－
200
－
902
100

627
－

1,054
99
416
204
－
200
2,098
504

2,640
4,285
3,447
3,651
306
618
－
－

6,393
8,554

1,271
526
756
1,516
－
－
300
400
2,327
2,442

平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末

区　　　分 1年以内 10年超1年超
5年以内

5年超
10年以内

有価証券種類別残存期間別残高 （単位：百万円）

手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
合 計

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比科　　　目 平成25年度

0.0 
95.2 
4.8 

100.0 

5 
33,389
1,699
35,094

0.0 
95.5 
4.5 

100.0 

2 
35,271
1,646
36,920

貸出金種類別平均残高 （単位：百万円、％）

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
貸倒引当金合計

平成26年度
期末残高 増減額 期末残高 増減額項　　　目 平成25年度

2
0
3

7
16
23

△ 2
0

△ 3

5
15
20

貸倒引当金の内訳 （単位：百万円）

消費者ローン
住宅ローン
合 計

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比区　　　分 平成25年度

5,070
31,622
36,692

13.8 
86.2 
100.0 

4,836
31,311
36,148

13.4 
86.6 
100.0 

消費者ローン・住宅ローン残高 （単位：百万円、％）

運 転 資 金
設 備 資 金
合 計

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比区　　　分 平成25年度

5,000
31,817
36,817

13.6 
86.4 
100.0 

4,971
31,311
36,283

13.7 
86.4 
100.0 

貸出金使途別残高 （単位：百万円、％）

貸出金償却額
平成26年度項　　　目 平成25年度

－－

貸出金償却額 （単位：百万円）

固 定 金 利 貸 出
変 動 金 利 貸 出
合 計

平成26年度区　　　分 平成25年度
18,909
17,374
36,283

19,001 
17,816 
36,817 

貸出金金利区分別残高 （単位：百万円）

製 造 業
農 業、林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気、ガス、熱供給、水道業
情 報 通 信 業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医 療、福 祉
その他のサービス
その他の産業
小 計
地方公共団体
雇用・能力開発機構等
個人（住宅・消費・納税資金等）
合 計

平成26年度
金　額 構成比 金　額 構成比業　種　別 平成25年度

－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.2 
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.0 
0.3 
－
－

99.6 
100.0 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
100
－
－
－
－
－
－
－
－
－
35
135
－
－

36,148
36,283

－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.2 
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.0 
0.3 
－
－

99.6 
100.0 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
100
－
－
－
－
－
－
－
－
－
25
125
－
－

36,692
36,817

貸出金業種別残高・構成比 （単位：百万円、％）

国　債

地方債

社　債

外　国
証　券

合　計

25
9
－
－
－
－

31,422
30,894

－
－

31,448
30,904

16 
21 

2,784
2,454
2,568
2,902
36,817
36,283

0.1
0.0
－
－
－
－

85.3 
85.1 
－
－

85.4 
85.1 
0.0 
0.1 
7.6 
6.8 
7.0 
8.0 

100.0 
100.0 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末
平成26年度末
平成25年度末

当 組 合
預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

小 計

信用保証協会・
信 用 保 険

保 証

信 用

合 計

区　　　分 金　額 構成比 債務保証見返額

担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額 （単位：百万円、％）
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（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

2,318 件
323 件
175 件
1,159 件
673 件
100 件
423 件
67 件
18 件
96 件
42 件

2,377 件
46 件

5,499 件
7,817 件

2,312 件
374 件
202 件
973 件
625 件
83 件
354 件
61 件
12 件
73 件
45 件

2,412 件
41 件

5,255 件
7,567 件

31,622
466
211
763
832
137
529
100
20
151
188
1,635
157
5,195
36,817

31,311
569
247
575
766
122
467
95
14
122
219
1,627
143
4,971
36,283

壮年若壮年ローン
一 般 融 資
生 活 支 援 融 資
自 動 車 ロ ー ン
リフォームローン
教 育 ロ ー ン
兵庫県地球環境保全資金融資
医療・介護ローン
ブライダルローン
集 約 ロ ー ン
カード・ローン
そ の 他
小 計

区　　　分 平成25年度平成26年度
（単位：百万円）

平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度

17
19
22
50
－
－
39
70

36,850
36,289
36,890
36,360

11
17
13
37
－
－
24
54

6
2
8
13
－
－
15
16

17
19
22
50
－
－
39
70

100.00
100.00
100.00
100.00

－
－

100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

－
－

100.00
100.00

破産更生債権及びこ
れらに準ずる債権
危 険 債 権

要 管 理 債 権

不 良 債 権 計

正 常 債 権

合 計

区　　　　　分 債権額
A

担保・保証等
B

貸倒引当金
C

保全額
D  =  B  +  C

保全率
D  /  A

貸倒引当金引当率
C  / ( A-B)

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額

36,817
（百万円）

住宅ローン
85.9%

壮年・若壮年
ローン
1.2%

一般融資 0.6%
生活支援融資 2.1%
自動車ローン 2.3%

教育ローン 1.4%
リフォームローン 0.4%

太陽光/エネファーム融資 0.3%
医療介護ローン 0.1%
ブライダルローン 0.4%
集約ローン 0.5%
その他 0.4%
カードローン 4.4%

当座貸越
4.5%

証書貸付 95.5%

貸出金の種類別構成比 貸出金の種類別件数及び残高

住 宅 ロ ー ン

合 計

そ
　
の
　
他
　
融
　
資

泫　１「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、更正手続等の事由により破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
　　２「危険債権」とは、債務者が破綻の状態には至っていないが、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。
　　３「要管理債権」とは、「３箇月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出債権です。
　　４「正常債権」とは、債務者の返済能力に問題がない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権です。
　　５「担保・保証等B」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込み額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　６「貸倒引当金C」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度

17
14
22
56
－
－
－
－
39
70

11
11
13
42
－
－
－
－
24
54

6
2
8
13
－
－
－
－
15
16

100.00 
100.00 
100.00
100.00

－
－
－
－

100.00 
100.00 

破 綻 先 債 権

延 滞 債 権

３ か 月 以 上 延 滞 債 権

貸 出 条 件 緩 和 債 権

合 計

区　　　　　分 残　高
A

担保・保証等
B

貸倒引当金
C

保全額
( B  +  C )  /  A

リスク管理債権及び同債権に対する保全額

泫　１　「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していること、その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第１項
第３号のイ．会社更生法等の規定による更正手続開始の申立てがあった債務者、ロ．民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者、ハ．
破産法の規定による破産の申立てがあった債務者、ニ.会社法の規定による特別精算開始の申立てがあった債務者、ホ．手形交換所の取引停止処分を受けた
債務者、等に対する貸出金です。
２　「延滞債権」とは、上記１及び債務者の経営再建又は支援（以下「経営再建等」という。）を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の未
収利息不計上貸出金です。
３　「３箇月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３箇月以上遅延している貸出金（上記１及び２を除く）です。
４　「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金（上記１～３を除く）です。
５　「担保・保証額B」は、自己査定に基づく担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額です。
６　「貸倒引当金C」は、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引き当てた金額を記載しており、リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒引当金
は含まれておりません。
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自己資本の充実の状況

経過措置に
よる不算入額

項　　　　　　　　目
平成25年度

経過措置に
よる不算入額

平成26年度

自己資本の構成に関する事項
●定性的事項
１　自己資本調達手段の概要
　当組合の自己資本につきましては、法令に基づき又は任意に積み立てているもの以外は組合員の皆様による普通出資金にて調達し
ています。
２　自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当組合は、従来より内部留保による資本の積上げを行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性の確保に努めてい
ます。
　今後も、年度ごとに掲げる事業計画に基づいた利益による資本の積上げを行っていきます。

●定量的事項 （単位：百万円、％）

コア資本に係る基礎項目　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第3条第12
項及び第13項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のう
ち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第4条第6項）によりコア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のう
ち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第5条第7項）によりコア資本に係る基礎
項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額 （イ）
コア資本に係る調整項目　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）
自己資本
自己資本の額　（（イ）－（ロ）） （ハ）

9
－
9
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3,690
609
3,115
33
－
7
7

－

－

－

3,698
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3,698

22
－
22
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3,866
607
3,328
69

5
5

－

－

－

3,871

5
－
5
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
5

3,865
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泫　自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用
協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融
庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しております。
　　なお、当組合は国内基準を採用しております。

自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

（単位：百万円、％）

泫　１　所要自己資本の額＝リスク・アセット×４%      
　２　「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　３　「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の
中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャ
ーのことです。

　４　オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

　　　〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
　　　粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％
　　　　直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

　５　単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

経過措置に
よる不算入額

項　　　　　　　　目
平成25年度

23,790
23,790
△140

9

－
－

△150
－

1,345
－
－

25,136

14.71％

経過措置に
よる不算入額

平成26年度

＾
23,578
23,578
△127

22

－
－

△150
－

1,357
－
－

24,936

15.50％

リスク・アセット等　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額
資産（オン・バランス）項目
うち、経過措置により、リスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ･サービシング･ライツに係る
ものを除く。）に係るものの額
うち、繰延税金資産に係るものの額
うち、前払年金費用に係るものの額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）
自己資本比率
自己資本比率　（（ハ）／（ニ））

平成25年度
所要自己資本額リスク・アセット

951 
951 
0 

112 
12 
572 
239 
－
0 
13 
－
－

－ 

53 
1,005 

23,790 
23,790 

20 
2,819 
301 

14,318 
5,991 
－
11 
328 
－
－

－

1,345 
25,136 

943 
948 
0 

105 
12 
547 
258 
－
0 
23 
－
0 

△6 

54 
997 

平成26年度
所要自己資本額リスク・アセット

23,578 
23,706 

20 
2,634 
301 

13,688 
6,474 
－
5 

581 
－
22 

△150 

1,357 
24,936 

イ　信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計
①　標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
ⅰ　ソブリン向け
ⅱ　金融機関向け
ⅲ　法人等向け
ⅳ　中小企業等・個人向け
ⅴ　抵当権付住宅ローン
ⅵ　不動産取得等事業向け
ⅶ　３か月以上延滞等
ⅷ　その他

②　証券化エクスポージャー
③　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
④　他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

ロ　オペレーショナル・リスク
ハ　単体総所要自己資本額（イ＋ロ）  

÷８％
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各種リスクに関する状況

平成26年度

地域区分
業種区分
期間区分

エクスポージャー
区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

債　　　券 預　け　金 そ　の　他
３か月以上延滞
エクスポージャー

平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度

信用リスクに関する事項

泫　１　「エクスポージャー」とは、金融取引において、リスクにさらされている金融資産の金額のことです。
　２　「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高のほか、当座貸越等のコミットメン

トの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフバランス取引の合計額です。
　３　「３箇月以上延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から３箇月以上延滞している者に係るエクスポージャ
ーのことです。

　４　上記の「その他」は、業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には、現金、有形・無形固定資産、繰延税金
資産等が含まれます。

２　一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　　P.14の「貸倒引当金の内訳」をご参照ください。

●定性的事項
１　リスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスクとは、組合員の自己破産等により、利用資金の元本又は利息の回収が不能となり、資産の価値が減少ないし消失し、損
失を被るリスクをいいます。
　当組合では、信用リスクを当組合が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、安全性・成長性・公共性・収益性・流動性の
原則に則った厳正な与信判断を行うため、与信業務の普遍的かつ基本的な理念・指針・規範等を明示した「信用リスク管理方針」を
制定し、役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。
　一連の信用リスク管理の状況については、「統合的リスク管理委員会」で協議検討、審議し、常務会がこれらのリスクを統合的に
管理する態勢としています。
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り計上しています。その結果につきましては監査法人の点検を受けるなど適正
な計上に努めております。
２　標準的手法が適用されるポートフォリオについて、リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、次の4つの機関を採用しております。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
　株式会社格付投資情報センター（R＆I）／株式会社日本格付研究所（JCR）
　ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）／スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆P）
 ●定量的事項
１　信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高（地域別・業種別・残存期間別） （単位：百万円）

国 内
国 外
地 域 別 合 計
製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 ・ 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 、学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
国・地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１　　年　　以　　下
１　年　超　３　年　以　下
３　年　超　５　年　以　下
５　年　超　７　年　以　下
７　年　超　10　年　以　下
10　　　　 年 　　　　超
期間の定めのないもの
そ の 他
残 存 期 間 別 合 計

60,817
507

61,325
301
－
－
－
－

301
0
－
－

13,451
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

9,926
36,765
580

61,325
10,276
5,455
2,817
5,534
6,254
30,353

－
633

61,325

60,397
609

61,007
301
－
－
－
－

301
0
－
－

13,975
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

9,733
36,225
470

61,007
7,001
6,471
3,400
4,900
9,108
29,610

－
513

61,007

36,890
－

36,890
－
－
－
－
－
－
－
－
－

100
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

36,765
25

36,890
1,778
355
917
1,634
4,042
28,162

－
－

36,890

36,360
－

36,360
－
－
－
－
－
－
－
－
－

100
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

36,225
35

36,360
1,783
371
900
1,399
3,893
28,012

－
－

36,360

10,728
507

11,236
301
－
－
－
－

301
－
－
－

708
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

9,926
－
－

11,236
933
100
1,900
3,900
2,211
2,190

－
－

11,236

10,535
609

11,145
301
－
－
－
－

301
－
－
－

809
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

9,733
－
－

11,145
30
300
499
3,501
5,215
1,598

－
－

11,145

12,564
－

12,564
－
－
－
－
－
－
－
－
－

12,564
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

12,564
7,564
5,000

－
－
－
－
－
－

12,564

12,987
－

12,987
－
－
－
－
－
－
－
－
－

12,987
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

12,987
5,187
5,800
2,000

－
－
－
－
－

12,987

633
－

633
－
－
－
－
－
－
0
－
－
77
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

555
633
－
－
－
－
－
－
－

633
633

513
－

513
－
－
－
－
－
－
0
－
－
77
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

435
513
－
－
－
－
－
－
－

513
513

11
－
11
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
11
－
11

17
－
17
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
17
－
17
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泫　当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。

●定性的事項
　信用リスク削減手法とは、当組合が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、保証などが該当
します。当組合では、融資の与信審査に際し、資金使途、返済原資、収入状況、家計状況など、さまざまな角度から可否の判断をしており、
担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けと認識しています。
●定量的事項

信用リスク削減手法に関する事項

貸出金償却
個別貸倒引当金

期末残高当期減少額当期増加額期首残高
平成26年度 平成25年度

３　業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等 （単位：百万円）

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 、 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
そ の 他 の 産 業
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
合 計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成26年度 平成25年度
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
16 
16 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
15 
15 

平成26年度 平成25年度
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0
0

平成26年度 平成25年度
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0 
0 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ 
－ 

平成26年度 平成25年度
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
15 
15 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
16 
16 

泫　１　格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　２　エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウエイトに区分しています。

エクスポージャーの額
平成25年度平成26年度

格付無し

４　リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位：百万円）

0
10
20
35
50
75
100
150
250
350

自己資本控除
合　　　　計

9,963 
7 

12,956 
17,118 

19 
19,090 
351 
－
26 
－
－

59,535 

格付有り
101 
－
745 
－
624 
－
－
－
－
－
－

1,471 

格付無し
10,260 

7 
12,517 
18,499 

13 
18,252 
358 
－
37 
－
－

59,947 

格付有り

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

 －
－
758 
－
618 
－
－
－
－
－
－

1,377 

泫　当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

クレジット・デリバティブ
平成25年度

（単位：百万円）

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
ⅰ　ソブリン向け   
ⅱ　金融機関向け   
ⅲ　法人等向け   
ⅳ　中小企業等・個人向け   
ⅴ　抵当権付住宅ローン   
ⅵ　不動産取得等事業向け   
ⅶ　３か月以上延滞等   
ⅷ　その他   

－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成26年度
－
－
－
－
－
－
－
－
－

保　　　　証
平成25年度

－
－
－
－
－
－
－
－
－

平成26年度
－
－
－
－
－
－
－
－
－

適格金融資産担保
平成25年度

21 
－
－
－
21 
－
－
－
－

平成26年度
24 
－
－
－
24 
－
－
－
－
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オペレーショナル・リスクに関する事項
●定性的事項
１　リスク管理の方針及び手続きの概要
　オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程、役職員の活動若しくは、システムが不適切であること、または外生的な
事象による損失を被るリスクをいいます。
　当組合のオペレーショナル・リスクについては「法務リスク」「事務リスク」「システムリスク」「風評リスク」「人的リスク」「有形資
産リスク」を含む幅広いリスクと考え、管理態勢や管理方法に関するリスク管理規程を定め、確実にリスクを認識し、評価しています。
　また、これらのリスクに関しては、統合的リスク管理部署で協議検討を行うとともに、必要により、統合的リスク管理委員会にお
いて審議し、常務会がこれらのリスクを管理する態勢としています。

２　オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　自己資本規制にかかる、オペレーショナル・リスクの定量化は、当面、基礎的手法を採用します。

出資等エクスポージャーに関する事項
●定性的事項
　出資等及び株式等エクスポージャーは次のとおりであり、これらは売買等を行う目的ではなく、時価もありません。
　また、リスク管理につきましては、自己査定において管理しています。

●定量的事項
１　貸借対照表計上額及び時価

２　出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
　該当事項なし

３　貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
　該当事項なし

４　貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　該当事項なし

金利リスクに関する事項
●定性的事項
１　リスク管理の方針及び手続の概要
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当組合は、定期的
な評価・計測を行い適宜、適切に対応を講じる態勢としています。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の金利リスクの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収
益の影響度など、証券会社等のシステムにより定期的な計測を行い、統合的リスク管理委員会で協議検討し、常務会等への報告を行
うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めています。

２　内部管理上使用した金利リスク算定手法の概要
　金利リスクの算定の前提は、以下の定義に基づいて行っています。

●定量的事項

（単位：千円）

（単位：百万円）

平成25年度
時　　価

全 信 組 連 出 資 金
信 組 情 報 サ ー ビ ス 株 式 会 社 の 株 式

－
－

77,800
100

貸借対照表計上額
平成26年度

時　　価
－
－

77,800
100

貸借対照表計上額区　　　　分

金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済価値の増減額
平成25年度

246200
平成26年度

コ ア 預 金

対 象

算 定 方 法

満 期
金 利 感 応 資 産・負 債
金 利 シ ョ ッ ク 幅
リ ス ク 計 測 の 頻 度

商品別金利リスク・ラダー方式
流動性預金全般（当座・普通・通知・別段）
次の3通りのうち最少の額を上限としてコア預金を設定しております。
・過去5年間の最低残高
・過去5年間の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高
・現残高の50%相当額
5年以内（平均2.5年）
預貸金、有価証券、預け金、その他の金利感応資産・負債
99%タイル値又は1%タイル値
毎月末

計測手法 

該当事項なし

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
該当事項なし

証券化エクスポージャーに関する事項
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8:45 18

8 9 2117

7 8 9 23212017

サービス、手数料、商品のご案内

サービス時間　
１　本店窓口

２　ATM
●当組合ATM（本店：1台、警察本部庁舎4階：2台）

●提携金融機関のATM

○都銀、信託銀行、地銀、第二地銀、信金、信組、労金、農協、漁連の各業態に属する金融機関のATM
○その他　ローソン、ファミリーマート等のコンビニ設置のATM
　　　　　マックスバリュ等イオングループの店舗設置ATM

（※1）ATM振込手数料に関しては、手数料一覧（P22）をご覧ください。　
（※2）「入金ネット」加盟金融機関のカードで入金ができます。（有料）
（※3）ゆうちょ銀行のキャッシュカードではご利用できません。
（注） 当組合所定の手数料がかかります。

利　用　時　間　帯
ご利用内容曜　日キャッシュカード

：ご利用いただけない時間帯

当組合
キャッシュカード

提携金融機関
キャッシュカード

平 日

土・日・祝

平 日

土・日・祝

ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会
お振込（※1）
ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会
お 振 込
ご 出 金
ご入金（※2）
残 高 照 会
お振込（※3）
ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会
お 振 込

現金のお取扱い
お振込み
その他の業務（各種変更手続、融資相談等）

9：00～ 15：00
9：00～ 14：00
9：00～ 17：30

（平成27年7月1日現在）

無　　　料

ATM手数料がかかります

無　　　料
有　　　料

有　　　料

（※4）「入金ネット」加盟金融機関ATMでは、ご入金（有料）ができます。
（注）１　各提携金融機関所定の手数料がかかります。
　　 ２　一部で、お振込みのできないATMがあります。

利　用　時　間　帯
ご利用内容曜　日キャッシュカード

当組合
キャッシュカード

平 日

土・日・祝

ご 出 金
ご入金（※4）
お 振 込
残 高 照 会
ご 出 金
ご入金（※4）
お 振 込
残 高 照 会

●ゆうちょ銀行のATM

（注）　ゆうちょ銀行所定の手数料がかかります。

利　用　時　間　帯
ご利用内容曜　日キャッシュカード

当組合
キャッシュカード

平 日

土・日・祝

ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会
ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会

無　　　料
有　　　料
有　　　料

無　　　料
有　　　料
有　　　料

有　　　料

無　　　料

有　　　料

無　　　料
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7 8 8:45 9 23201814

7 8 2320

手数料一覧
手数料額

組合員以外
６４８円
４３２円
４３２円
２１６円
４３２円
２１６円

５４０円
３２４円

無　料

５４０円
５４０円

１，０８０円

５４０円

２１６円
２１６円
２１６円

実費ご負担願います。

７５６円
６４８円
５４０円
３２４円
５４０円
３２４円

有　料
（ただし、月108円を限
度として、当組合が負担
し、組合員の口座へキャ
ッシュバックします。）

有　料
（ただし、月216円を限
度として、当組合が負担
し、組合員の口座へキャ
ッシュバックします。）

有　料

有　料

４３２円 ６４８円

５万円以上
５万円未満
５万円以上
５万円未満
５万円以上
５万円未満
５万円以上
５万円未満
１通につき
入・出 金
何 回 で も

１件につき

１件につき

１通につき
１通につき
１枚につき

１枚につき

１通につき
１通につき
１通につき

　

振込み

遠隔地宛取立
当組合カードで当組合ATM利用
（県警本部２機・当組合１機）

当組合カードで提携金融機関
及びゆうちょ銀行等のATM利用

通　　　帳
積立定期預金のご契約通知書
ICキャッシュカード

自己宛小切手

残高証明書
包括分残高証明依頼書
その他組合が発行する証明書
信用調査及び担保の調査等に要した費用

為替手数料

代金取立手数料

ATM利用手数料

再発行手数料

自己宛小切手
発行手数料

各種証明書
発行手数料

融資関係手数料

電信扱い

定額自動送金

ATM

当組合
カード

現　金

入　金

出　金

組　合　員取扱金額等取　扱　区　分取　扱　種　別

（平成27年7月1日現在）

●セブン銀行のATM（セブンイレブン、イトーヨーカドーの店舗設置ATM）

（注）　セブン銀行所定の手数料がかかります。

利　用　時　間　帯
ご利用内容曜　日キャッシュカード

当組合
キャッシュカード

平 日

土

日 ・ 祝

ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会
ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会
ご 出 金
ご 入 金
残 高 照 会 無　　　料

有　　　料

無　　　料有　料 有　　料

無　　　料有　料 有　　料

●JR東日本の駅構内設置のATM（ビューアルッテ）

（注）　カードローンのご利用はできません。

利　用　時　間　帯
ご利用内容曜　日キャッシュカード

当組合
キャッシュカード

平 日

土・日・祝

ご 出 金
残 高 照 会
ご 出 金
残 高 照 会

為
替
関
係
手
数
料

預
金
関
係
手
数
料
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有　　　料
無　　　料
有　　　料
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商品のご案内（融資）

ご返済期間等利　　　率ご利用限度額お使いみち融資の種類

住 宅 ロ ー ン

住宅諸費用ローン

災 害 融 資
壮 年 ロ ー ン
若 壮 年 ロ ー ン
一 般 ロ ー ン
リフォームローン
教 育 ロ ー ン

自 動 車 ロ ー ン

医療・介護ローン
ブライダルローン

生 活 支 援 融 資

担 保 融 資

兵庫県地球環境
保 全 資 金 融 資

出 向 者 ロ ー ン

セカンドライフローン
（ Ｏ Ｂ 限 定 ）
定期預金担保融資
（手 形 貸 付）
当 座 貸 越
（カードローン）

・居住用の住宅及び宅地の購入、
　新築、増改築
・他金融機関の住宅ローン借換え
・住宅取得諸経費、家具・家電購入、
　転居費用
・自宅売却に伴うローンの残債
・各種災害復旧資金

・目的自由な資金

・目的自由な資金
・自宅等の増改築、修繕工事等の費用
・入学金、授業料、下宿費用等
・自動車、オートバイの購入資金、
　金融機関・信販会社等の借換え
・医療、介護に関する費用
・結婚に関する費用
・医療、介護、教育、結婚、葬祭、
　生活用品購入など
・目的自由な資金
・太陽光発電設備 ・エネファーム設備
・蓄電池設備・太陽熱利用設備
・その他省エネ関連設備
　（別途、兵庫県の審査が必要となります。）

・出向・派遣に伴う費用

・目的自由な資金

・目的自由な資金

・目的自由な資金

4,500万円以内

500万円以内

1,000万円以内
2,000万円以内
1,000万円以内
500万円以下
500万円以内
700万円以内

500万円以内

500万円以内
500万円以内
100万円以内

（ただし、勤続5年未満は50万円以内）
1,000万円以内

500万円以内

300万円以内
（ただし、勤続5年未満は200万円以内）

定期預金の範囲内

預金の範囲内
（但し3,500万円以内）
50万円／ 100万円
（ただし、勤続5年未満は50万円以内）

当初5年間 0.888％（固定）
6年目以降 1.88％（変動） 

2.38％（変動）

3.00％（変動）

3.00％（固定）

4.18％（変動）
2.48％（変動）
2.18％（変動）

2.58％（変動）

2.18％（変動）
2.48％（変動）

2.00％（固定）

4.18％（変動）

1.00％（固定）

2.00％（変動）

0.50％（変動）

定期預金金利＋0.25％

5.25％　（変動）

35年以内かつ
70歳まで

住宅ローンの償還
期間内
または15年以内
20年以内

10年以内

10年以内
10年以内
15年以内

10年以内

15年以内
10年以内

100回以内

10年以内

10年以内

15年以内

1年以上20年以内

定期預金の満期日

随時返済
（1年の自動延長）

（平成27年7月1日現在）

〈金利の優遇について〉
○　住宅ローン
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方………… △0.10％
　　・財形貯蓄を3年以上継続して積み立てされている方……………………… △0.05％
　　・当組合のブライダルローンをご利用中の方 ……………………………… △0.10％
　　　（注）固定期間中は、金利優遇の適用はありません。
○　住宅諸費用ローン
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方………… △0.10％
○　リフォームローン
　　・当組合の住宅ローンをご利用の方 ………………………………………… △0.30％
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方………… △0.10％
○　教育ローン
　　・当組合の住宅ローンをご利用の方　
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方
　　・当組合の教育ローンをご利用中の方で、
　　　2人目ご利用、3人目ご利用、同じご子息で2回目ご利用の場合
○　自動車ローン
　　・当組合の住宅ローンをご利用中の方
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方
　　・エコカーをご購入の場合
　　・当組合の自動車ローンをご利用中の方
○　医療・介護ローン
　　・当組合の住宅ローンをご利用中の方
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方
○　ブライダルローン
　　・当組合の住宅ローンをご利用中の方
　　・ライフ積立定期預金を3年以上継続して積み立てされている方

（最大0.3％優遇）

それぞれ、0.1％優遇（最大0.3％優遇）

それぞれ、0.1％優遇（最大0.2％優遇）

それぞれ、0.1％優遇（最大0.1％優遇）

それぞれ、0.1％優遇（最大0.2％優遇）

１　融資
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商品のご案内（預金）

備　　　考預　入　金　額特　　　　色種　　　　類

普 通 預 金

無利息型普通預金
（決 済 用 預 金）

大 口 定 期

記 念 定 期

新 悠 々 定 期

警 友 定 期

悠 々 定 期

スーパー定期

期日指定定期

一般積立定期

ライフ積立定期

一般財形貯蓄

住宅財形貯蓄

平　　　日

土・日曜日、祝日

   8：45～18：00

 
18：00～ 8 ：45

終　　日

（078）－351－7867
警電 6955 ・ 6959
（078）－351－7970
【信組情報サービス㈱へ転送】

　給与・年金・配当金の受取口座として、また公共料金やクレジ
ットカードの自動振替口座としてご利用いただけます。
　預金保険制度により全額保護（1,000万円の保証とは別枠とな
ります。）される預金です。
　現在ご利用中の有利息の普通預金から、お切り替えも可能です。
　当組合が独自に設定する自由金利で、まとまった資金を有利に
運用いただけます。
　継続組合員の、退職金を対象とした限定商品で、大切な退職金
を有利に運用いただけます。
①　組合員と配偶者のみを対象とした「3年もの変動金利型定期
預金」で、金利は、６箇月ごとの見直し、利息計算は、６箇月
ごとの複利計算です。
②　利息元加型と、利払型を選択いただけます。
①　法人・組合員外職員の方も利用いただける1年定期預金です。
②　利息元加型と、利払型を選択いただけます。
①　６箇月ごとに元金のみ自動継続、利息は、普通預金口座へ自
動入金いたします。
②　年金振込の方には、金利を優遇（＋0.02％）いたします。
①　法人・組合員外職員の方もご利用いただける定期預金です。
②　個人の方は、総合口座の担保とすることができます。
①　個人用の定期預金で、預入期間は、1年据え置き、最長3年
満期です。
②　利息計算は、1年の複利計算となります。
①　計画的に預金を活用したい方に、ぴったりです。
②　数ヶ月の短期運用から、教育資金など長期のプランまで、便
利に有利にご利用いただけます。
①　住宅取得、リフォーム、自動車購入、結婚、教育など、様々
なライフイベント資金の貯蓄に最適です。
②　積立預金の中で一番金利が有利で、融資を借り入れするとき
にも、金利軽減などの特典があります。
　兵庫県警察に勤務されている方が対象です。結婚、教育、思わ
ぬ出費、旅行等いろいろな目的の貯蓄としてご利用いただけます。
　勤労者の住宅取得を目的とする貯蓄を奨励するために、政府が
特別法（勤労者財産形成促進法）に基づき、特典を設けた特別預
貯金制度です。

1円以上

1円以上

1,000万円以上

500万円以上
（退職金振込額が上限）

500万円以上

500万円以上

500万円以上

1,000円以上

1,000円以上
300万円未満

1口、1,000円以上

1口、5,000円以上

1口、1,000円以上

満期後、自動継続

満期後、「新悠々定期」
へ自動的に継続書換え

満期後、自動継続

満期後、自動継続

満期後、自動継続

満期後、自動継続

満期後、自動継続

エンドレス型

エンドレス型

エンドレス型

非課税限度額までは
利息が非課税です。

（平成27年7月1日現在）

【キャッシュカードをご利用の組合員さまへ】
　偽造・盗難キャッシュカードにより、預金が不正に引き出される被害が増えています。
　被害を未然に防ぐため、キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意ください。また、類推されやすい暗証番号を使用されて
いる組合員様はすみやかに暗証番号を変更してください。

（注）　類推されやすい暗証番号
　　　例）　生年月日、自宅の電話番号・番地、勤務先の電話番号・番地、自動車等のナンバー等

　《暗証番号の変更手続》
　　下記、当組合所定の書類を提出してください。

　　　①　取引変更届　　②　キャッシュカード暗証番号届
　　　③　本人確認書類（運転免許証・保険証の写し等）
　　　　※書類が必要な場合は、当組合（預金課）へご連絡ください。

　　また、当組合本店及び兵庫県警察本部４階に設置してありますATMにおいても暗証番号の変更が可能です。

　《キャッシュカード紛失・盗難時の緊急連絡先》

２　預金

定
　
期
　
預
　
金

積
　
立
　
定
　
期
　
預
　
金

連絡先電話番号受付時間帯受付時間帯
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当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等

苦情処理措置・紛争解決措置

　当組合では、お客様により一層ご満足していただくために、お取引に係る苦情等を受け付けておりますので、
お気軽にお申し出ください。
　※　苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

●苦情処理措置

●紛争解決措置
　弁護士による紛争解決を図ることが可能です。当組合のほか「しんくみ相談所」にお申し出ください。「各弁護士会」に直接お申し
出いただくことも可能です。

　仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの
申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセ
スに便利な地域で手続を進める方法もあります。

①　移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等
に事件を移管します。
②　現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の
弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶ
テレビ会議システム等により、共同して解決に当り
ます。

※　移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施して
いる訳ではありませんのでご注意ください。具体的
な内容は仲裁センター等にご照会ください。

東京弁護士会
紛争解決センター

03－3581－0031

第一東京弁護士会
仲裁センター

03－3595－8588

第二東京弁護士会
仲裁センター

03－3581－2249

当組合へのお申し出先

総務部総務課
電話番号：078－351－7867
受付時間：9：00～ 17：00（祝日及び金融機関の休日は除く。）
　　　　　※総務課以外でも受付します。

しんくみ相談所（一般社団法人　全国信用組合中央協会）

03－3567－2456
月～金
9：00～17：00（祝日及び当協会の休業日を除く。）

名 称

電話番号

受 付 日
時 間

名 称

電話番号
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兵庫県警察信用組合
〒650－0011　神戸市中央区下山手通５丁目１番６号
TEL【代表】078－351－7867　【融資専用】078－367－5290
FAX【代表】078－351－7663　【業　　務】078－351－7878
ホームページ　http://www.hyogo-keishin.co.jp

表紙撮影者：中山（前常務理事）
撮 影 場 所：姫路城
姫路（白鷺）城とブルーインパルスの白い航跡のコラボを上手くとらえることができました。

JR 元町駅JR 元町駅

駐
車
場

パレス神戸

兵庫県公館

県庁

県警本部
庁舎

交通安全協会

N

けいしん

店舗ご案内
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